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当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 
 

 当社は、下記のとおり、平成 23 年 6 月 17 日付で、損害賠償請求訴訟の提起を受け、当社は、本日

全面的に争う方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 訴訟が提起された年月日および裁判所 
 （１） 訴訟の提起日       ： 平成 23 年 6 月 17 日 
 （２） 訴訟の提起があった裁判所 ： 東京地方裁判所 
 
２．訴訟を提起した者（以下「申立人ら」といいます） 
 （１） ① 商 号 ： 原田＆パートナーズコンサルティング株式会社 

（以下「H&P 社」といいます） 

     ② 所 在 地 ： 長野県諏訪郡原村１７２１７番地３５３７ 
     ③ 代表者の役職・氏名 ： 代表取締役 原田記代美 

（２） ① 名 称 ： 原田 健 
② 所 在 地 ： 長野県諏訪郡 
 

３．訴訟の内容 
 訴 訟 の 内 容 ： H&P 社は、当社との間で締結した平成 18 年 12 月 20 日付コンサルティ

ング契約に基づくコンサルティング報酬及び商法第 512 条に基づく相

当の報酬として金 23 億 6,228 万 7,300 円及びその遅延損害金の支払い

を求めて当社に対し、損害賠償請求訴訟を提起したものです。 
 
４．当社の見解 

当社は H&P 社に対し、平成 18 年 12 月 20 日付コンサルティング契約に基づき、平成 18 年 12 月

20 日から平成 23 年 12 月 19 日までの月額委託料として、総額金 3 億円をすでに支払済みであり、今

回の申立人らにより提起された訴訟は、独自の見解に基づく不当な請求訴訟と考えております。従

いまして、当社は、提起された訴訟につき全面的に争う方針であります。 
以 上  


